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◎議案第１号 財産の取得について 

 

消防ポンプ自動車は，災害現場での故障や不具合があってはならず，必要な

車両等の更新整備を行い，消防体制の充実強化を図る必要があることから，更

新を進めております。 

今回，更新を予定する消防ポンプ自動車は，水海道川又町，水海道山田町，

水海道宝町，水海道淵頭町，水海道諏訪町を管轄する常総市消防団第２分団の

車両及び菅生町，大塚戸町を管轄する第１１分団の車両で，いずれも導入から

２０年を経過しており，性能の低下や経年劣化による車両の腐朽が著しく，近

年では機器の不具合等による修理が増加しているとともに，一部部品の生産終

了等により消防車両としての維持管理が困難な状況であります。 

消防ポンプ自動車の調達につきましては，指名競争入札に付し，５者からの

応札の結果，小池株式会社が５千８百７２万５千２百９６円で落札し，令和

８年４月２３日に仮契約を締結いたしました。 

これは，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定に該当しますので，地方自治法第９６条第１項第８号の規定により

議会の議決をお願いするものです。 
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◎議案第２号 常総市行政手続条例の一部を改正する条例について 

 

本案は，デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタ

ル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）による改

正後の行政手続法（平成５年法律第８８号）において，聴聞及び弁明の機会の

付与の通知に係る公示送達をデジタル化するとされたことから，常総市行政手

続条例の聴聞等の通知に係る公示送達についてもデジタル化するため所要の改

正を行うものです。 

国は，デジタル技術の進展を踏まえたその効果的な活用のため，デジタル化

を妨げているアナログ規制の見直しを推進しており，その一環として特定の場

所において書面で掲示することとしていた不利益処分に係る通知について，イ

ンターネットによる閲覧等により必要な情報を確認できるようにしました。こ

れを受け，行政手続法と趣旨を同じくする常総市行政手続条例についても，同

様の改正を行うことといたします。 

行政手続条例では，許認可の取消し等の不利益処分を行う際，原則として対

象者に意見陳述の機会を与えるため，聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執る

こととしております。この際，対象者の所在が判明しない場合は，当該手続に

関する通知を市庁舎の掲示板に掲示することによって送達があったものとみな

す公示送達を行うこととしておりますが，市庁舎での掲示に加え，インターネ

ットによる閲覧を可能とする改正を行います。これにより，時間や場所を問わ

ず，必要な情報を確認できるようになり，不利益処分を受ける可能性のある対

象者にとって，利便性の向上が図られることとなります。 
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○常総市行政手続条例 

平成９年３月２４日 

条例第１号 

目次 略 

第１章 総則 

（目的等） 

第１条 この条例は，処分，行政指導及び届出に関する手続に関し，共通する事

項を定めることによって，行政運営における公正の確保と透明性（行政上の意

思決定について，その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。）

の向上を図り，もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。 

２ 処分，行政指導及び届出に関する手続に関し，この条例に規定する事項につ

いて，法律又は他の条例に特別の定めがある場合は，その定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

(1) 法令 法律及びこれに基づく命令（告示を含む。）をいう。 

(2) 条例等 市の条例及び市の執行機関の定める規則その他の規程並びに茨城

県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年茨城県条

例第４４号）及び茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関す

る条例（平成１１年茨城県条例第７３号）により市が処理することとされた

事務について規定する茨城県の条例及び茨城県の執行機関の定める規則その

他の規程をいう。 

(3) 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 

(4) 申請 条例等に基づき，行政庁の許可，認可，免許その他の自己に対し，

何らかの利益を付与する処分（以下「許認可等」という。）を求める行為で

あって，当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているも

のをいう。 

(5) 不利益処分 行政庁が，条例等に基づき，特定の者を名宛人として，直接

に，これに義務を課し，又はその権利を制限する処分をいう。ただし，次の

いずれかに該当するものを除く。 

ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲，時期等を明ら

かにするために条例等の規定上必要とされている手続としての処分 

イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該
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申請をした者を名宛人としてされる処分 

ウ 名宛人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 

エ 許認可等の効力を失わせる処分であって，当該許認可等の基礎となった

事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの 

(6) 行政機関 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第７章に規定す

る執行機関として市に置かれる各機関，これらに置かれる機関若しくはこれ

らの管理に属する機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例の

規定上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。 

(7) 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政

目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導，勧告，

助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 

(8) 届出 行政庁に対し，一定の事項の通知をする行為（申請に該当するもの

を除く。）であって，条例等により直接に当該通知が義務付けられているも

の（自己の期待する一定の条例等の規定上の効果を発生させるためには当該

通知をすべきこととされているものを含む。）をいう。 

第３条―第１２条 略 

（不利益処分をしようとする場合の手続） 

第１３条 行政庁は，不利益処分をしようとする場合には，次の各号の区分に従

い，この章の定めるところにより，当該不利益処分の名宛人となるべき者につ

いて，当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

ア 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 

イ アに規定するもののほか，名宛人の資格又は地位を直接に剥奪する不利

益処分をしようとするとき。 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 

(2) 前号アからウまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の規定は，適用しない。 

(1) 公益上，緊急に不利益処分をする必要があるため，前項に規定する意見陳

述のための手続を執ることができないとき。 

(2) 条例等の規定上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったこ

とが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって，その資

格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書，一定の職に就いた

ことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明され
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たものをしようとするとき。 

(3) 施設若しくは設備の設置，維持若しくは管理又は物の製造，販売その他の

取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確

にされている場合において，専ら当該基準が充足されていないことを理由と

して当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実

が計測，実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとす

るとき。 

(4) 納付すべき金銭の額を確定し，一定の額の金銭の納付を命じ，又は金銭の

給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとする

とき。 

(5) 当該不利益処分の性質上，それによって課される義務の内容が著しく軽微

なものであるため名宛人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しな

いものとして規則で定める処分をしようとするとき。 

（不利益処分の理由の提示） 

第１４条 行政庁は，不利益処分をする場合には，その名宛人に対し，同時に，

当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし，当該理由を示さない

で処分をすべき差し迫った必要がある場合は，この限りでない。 

２ 行政庁は，前項ただし書の場合においては，当該名宛人の所在が判明しなく

なったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除

き，処分後相当の期間内に，同項の理由を示さなければならない。 

３ 不利益処分を書面でするときは，前２項の理由は，書面により示さなければ

ならない。 

第２節 聴聞 

（聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は，聴聞を行うに当たっては，聴聞を行うべき期日までに相当

な期間をおいて，不利益処分の名宛人となるべき者に対し，次に掲げる事項を

書面により通知しなければならない。 

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項 

(2) 不利益処分の原因となる事実 

(3) 聴聞の期日及び場所 

(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 

２ 前項の書面においては，次に掲げる事項を教示しなければならない。 

(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ，及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠
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書類等」という。）を提出し，又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び

証拠書類等を提出することができること。 

(2) 聴聞が終結する時までの間，当該不利益処分の原因となる事実を証する資

料の閲覧を求めることができること。 

３ 行政庁は，不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合におい

ては，第１項の規定による通知を，その者の氏名，同項第３号及び第４号に掲

げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでも

その者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること公示の方法

によって行うことができる。この場合においては，掲示を始めた日から２週間

を経過したときに，当該通知がその者に到達したものとみなす。 

４ 前項の公示の方法による通知は，不利益処分の名宛人となるべき者の氏名，

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事

項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示

事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置くとともに，公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所

の掲示場に掲示し，又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面

に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって

行うものとする。この場合においては，当該措置を開始した日から２週間を経

過したときに，当該通知がその者に到達したものとみなす。 

（代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段同条第４項後段の規定

により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」とい

う。）は，代理人を選任することができる。 

２ 代理人は，各自，当事者のために，聴聞に関する一切の行為をすることがで

きる。 

３ 代理人の資格は，書面で証明しなければならない。 

４ 代理人がその資格を失ったときは，当該代理人を選任した当事者は，書面で

その旨を行政庁に届け出なければならない。 

第１７条―第２１条 略 

（続行期日の指定） 

第２２条 主宰者は，聴聞の期日における審理の結果，なお聴聞を続行する必要

があると認めるときは，さらに新たな期日を定めることができる。 

２ 前項の場合においては，当事者及び参加人に対し，あらかじめ，次回の聴聞
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の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし，聴聞の期日に

出頭した当事者及び参加人に対しては，当該聴聞の期日においてこれを告知す

れば足りる。 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は，前項本文の場合において，当事者又は

参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場

合において，同条第３項及び第４項中「不利益処分の名宛人となるべき者」と

あるのは「当事者又は参加人」と，同項中「掲示を始めた日から２週間を経過

したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一の当

事者又は参加人に対する２回目以降の通知にあっては，掲示を始めた，当該措

置を開始した日の翌日）」と読み替えるものとする。 

第２３条・第２４条 略 

（聴聞の再開） 

第２５条 行政庁は，聴聞の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるとき

は，主宰者に対し，前条第３項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞

の再開を命ずることができる。第２２条第２項本文及び第３項の規定は，この

場合について準用する。 

第２６条・第２７条 略 

（弁明の機会の付与の通知の方式） 

第２８条 行政庁は，弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場

合には，その日時）までに相当な期間をおいて，不利益処分の名宛人となるべ

き者に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項 

(2) 不利益処分の原因となる事実 

(3) 弁明書の提出先及び提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合に

は，その旨並びに出頭すべき日時及び場所） 

（聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並びに第１６条の規定は，弁明の機会の付

与について準用する。この場合において，第１５条第３項中「第１項」とある

のは「第２８条」と，「同項第３号同条第４項中「第１項第３号及び第４号」

とあるのは「同条第３号第２８条第３号」と，第１６条第１項中「前条第１項」

とあるのは「第２８条」と，「同条第３項後段同条第４項後段」とあるのは

「第２９条において準用する第１５条第３項後段第１５条第４項後段」と読み

替えるものとする。 
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第３０条―第３６条 略 

第６章 届出 

第３７条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと，届出書に必要な書類が添

付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合して

いる場合は，当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事

務所に到達したときに，当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとす

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に第１５条第１項又は第２８条の規定による通知に相当す

る行為がされた場合においては，当該通知に相当する行為に係る不利益処分の

手続に関しては，第３章の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ この条例の施行前に，届出がされた後一定期間内に限りすることができるこ

ととされている不利益処分に係る当該届出がされた場合においては，当該不利

益処分に係る手続に関しては，第３章の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

４ 前２項に定めるもののほか，この条例の施行に関して必要な経過措置は，規

則で定める。 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

５ 石下町の編入の日前に，石下町行政手続条例（平成９年石下町条例第２５号）

の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，この条例の相当規定により

なされたものとみなす。 

（水海道市税条例の一部改正） 

６ 水海道市税条例（昭和３３年水海道市条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう略〕 

（水海道市印鑑条例の一部改正） 

７ 水海道市印鑑条例（昭和５７年水海道市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう略〕 
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中略 

附 則（平成２８年条例第１８号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条第３項（第２２条第３項（第２５条におい

て準用する場合を含む。）及び第２９条において準用する場合を含む。）の規

定は，この条例の施行の日以後にする通知について適用し，同日前にした通知

については，なお従前の例による。 
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◎議案第３号 常総市児童館の設置及び管理に関する条例及び常総市水海道交流

センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

 

本案は，本市が設置しております水海道児童センター及び水海道交流センタ

ーの敷地につきまして，土地管理の適正化及び資産管理の効率化を図ることを

目的として合筆を実施したことに伴い，関係する各設置条例の所在地規定を整

理するため，所要の改正を行うものであります。 

これまでの経緯といたしましては，当該施設の敷地は複数の地番にまたがっ

て存在しており，設置条例上の所在地につきましても，そのうちの代表的な地

番を記載して対応しておりました。 

このたび，土地の境界を明確にし，登記上の管理を簡素化するため，これら

を一つの地番へと統合する合筆登記を完了いたしました。これにより，従来の

条例上の記載と現在の登記簿上の地番との間に差異が生じることとなったため，

現状に即した正確な表記に改める必要がございます。 

これに伴い，各施設の設置条例において規定している「所在地」の地番を，

現在の登記簿上の正確な表記へと改めるものです。 

なお，本案は改正の理由及び内容が共通していることから，両施設に係る条

例を一括して改正いたします。  
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○常総市児童館の設置及び管理に関する条例 

昭和５４年３月３１日 

条例第５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１項の規定により，児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（設置） 

第２条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４０条に規定する児童館を

次のとおり設置する。 

名称 位置 

常総市水海道児童センター 常総市水海道宝町３３７２番地３常総市

水海道宝町３３７２番地１ 

常総市三坂児童館 常総市三坂町４０２番地１ 

第３条―第１２条 略 

（規則への委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，昭和５４年４月１日から施行する。 

（重要な公の施設に関する条例の一部改正） 

２ 重要な公の施設に関する条例（昭和３９年水海道市条例第４１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中「別表第１ 重要な公の施設」を「別表第１ 重要な公の施設（第

２条関係）」に改め，同表に次の１号を加える。 

(10) 児童館 

別表第２中「別表第２ 長期かつ独占的な利用」を「別表第２ 長期かつ独占

的な利用（第２条関係）」に改める。 

別表第３中「別表第３ 特に重要な公の施設」を「別表第３ 特に重要な公の

施設（第３条関係）」に改める。 

別表第４中「別表第４ 長期かつ独占的な利用又は廃止」を「別表第４ 長期

かつ独占的な利用又は廃止（第３条関係）」に改める。 

中略 
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附 則（令和７年条例第３０号） 

この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において市規則で定

める日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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○常総市水海道交流センターの設置及び管理に関する条例 

令和７年９月２４日 

条例第３１号 

（設置） 

第１条 地域住民の交流の場及び生涯学習の場を充実させ，多世代交流の活発化

を目指すことを目的として，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第１項の規定に基づき，常総市水海道交流センター（以下「セン

ター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は，次のとおりとする。 

(1) 名称 常総市水海道交流センター 

(2) 位置 常総市水海道宝町３３７２番地３常総市水海道宝町３３７２番地１ 

第３条―第２０条 略 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において市規則で

定める日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定の手続，施設の利用許可その他の準備行為は，この条例の

施行前においても，行うことができる。 

（議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正） 

３ 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例（昭和３９年水

海道市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正） 

４ 常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例（平成２０年常総市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（令和８年条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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（常総市水海道交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

４ 常総市水海道交流センターの設置及び管理に関する条例（令和７年常総市条

例第３１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

別表 略 
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◎議案第４号 財産の取得について 

 

食器浸漬装置及びコンテナ洗浄機については，設置後２５年が経過し，老朽

化による不具合が生じており，また，架台の腐食が深刻な状況となっているた

め，更新が必要となっている状況です。そのため，食器浸漬装置及びコンテナ

洗浄機更新を行い，安全・安心で安定的な給食の提供を図るために，令和８年

４月２３日に指名競争入札を実施いたしました。  

結果につきましては，６者からの応札があり，三英物産株式会社が６千６百

１６万５千円で落札いたしましたので，令和８年４月２３日に同社と仮契約を

締結いたしました。 

これは，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定に該当しますので，地方自治法第９６条第１項第８号の規定により

議会の議決をお願いするものです。 
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◎議案第５号 常総市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

 

本案は，令和７年２月２６日に発生した岩手県大船渡市の林野火災を契機に，

消防庁及び林野庁から林野火災対策の推進に取り組むよう通知が発出されたこ

とを受け，火入れの中止に関する要件の整備を行うものです。 

消防庁及び林野庁から発出された通知では，各地方公共団体の火災予防条例

において，降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生しやすい危険な状

況と認める場合に林野火災注意報及び林野火災警報を発令する旨を位置付ける

こと，及びこれらが位置付けられた場合には，各市町村の火入れに関する条例

において，林野火災注意報及び林野火災警報が発令された際の対応を明記する

こととする技術的助言がなされました。 

これを受け，常総地方広域市町村圏事務組合火災予防条例及び茨城西南地方

広域市町村圏事務組合火災予防条例が改正され，林野火災注意報及び林野火災

警報が位置付けられたことから，常総市火入れに関する条例において，林野火

災注意報等が発令されている場合の対応を加える改正を行います。 

常総市火入れに関する条例では，火入れの許可の期間中であっても，強風注

意報等が発表された場合には，火入れを行ってはならないとしています。林野

火災注意報及び林野火災警報が発令されている場合についても，林野での火災

の危険性が高まっている状況であることから，火入れの中止の要件に，林野火

災注意報及び林野火災警報が発令されている場合を追加することといたします。 
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○常総市火入れに関する条例 

平成１７年１２月２８日 

条例第１２０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，森林法（昭和２６年法律第２４９号。以下「法」という。）

第２１条に規定する火入れの許可の手続について必要な事項を定めるものとす

る。 

（許可の申請） 

第２条 火入れの許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，規則

で定めるところにより，市長に許可の申請をしなければならない。 

２ 申請者は，前項に規定する申請に当たっては，火入れを行おうとする土地

（以下「火入地」という。）において火入れの実施を指揮監督する者（以下

「火入責任者」という。）を定めなければならない。 

第３条―第１２条 略 

（火入れの中止） 

第１３条 火入者及び火入責任者は，火入れの許可の期間中であっても，強風注

意報，異常乾燥注意報若しくは乾燥注意報が発表され，又は火災警報，林野火

災注意報若しくは林野火災警報が発令された場合には，火入れを行ってはなら

ない。 

２ 火入責任者は，火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認め

られるとき場合，又は強風注意報，異常乾燥注意報又は若しくは乾燥注意報が

発表され，若しくは火災警報，林野火災注意報若しくは林野火災警報が発令さ

れたとき場合には，速やかに消火しなければならない。 

（緊急連絡体制の整備） 

第１４条 火入者及び火入責任者は，火入れを行うに当たっては，市長及び消防

署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。 

（消防署長への通知等） 

第１５条 市長は，火入れの許可を行った場合には，消防署長にその旨通知する

ものとする。 

２ 市長は，火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは，職

員を火入地に立ち入らせ，実地調査をさせることができる。 

３ 市長は，必要と認めるときは，火入れの際に当該職員を火入れに立ち会せる

ことができる。 



議案第５号関係 

23 

４ 前項の規定を適用する場合において，火入者，火入責任者及び火入従事者は，

当該職員の指示に従わなければならない。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

この条例は，平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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◎議案第６号 市道の路線の廃止について（３００３号線） 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３００３ 

大塚戸町１８３９ 大塚戸町１８２２ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

１５１．２３ｍ ２．００ｍ ２．００ｍ 


